
船舶事故調査報告書 

令和６年４月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年１月２４日 １５時４８分ごろ 

発生場所 岡山県倉敷市下
しも

水
みず

島西方沖 

水島港玉島防波堤灯台から真方位１７８°１.９海里付近 

（概位 北緯３４°２７.９′ 東経１３３°３９.９′） 

事故の概要 液体化学薬品ばら積船第三越
えつ

山
ざん

丸は、走錨し、錨泊中の貨物船第八

昭
しょう

扇
せん

丸に衝突した。 

事故調査の経過 令和５年１月２５日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第八昭扇丸、４９９トン、７４.７０ｍ（全長） 

１４００６４、株式会社ジェイエスマリン 

Ｂ 液体化学薬品ばら積船 第三越山丸、４９９トン、６４.９７ｍ

（全長） 

１３７１６５、山根海運株式会社、ワイエスマリン株式会社

（船舶借入人） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、三級（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷等 

Ｂ 左舷船尾部外板に凹損を伴う擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 約１５m/s（乗組員の観測

値）、視界 良好 

海象：波向 西北西、波高 約１.０～１.５ｍ（乗組員の観測値）、

潮汐 下げ潮の初期 

倉敷市には、令和５年１月２４日０４時３７分に強風及び波浪注意

報が発表され、本事故時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、空船で下水島西方沖に左舷錨

鎖５節を伸出して錨泊し、乗組員が交代で守錨当直に当たっていた。 

船長Ａは、船橋で守錨当直中、備讃瀬戸海上交通センターからＢ船

が走錨してＡ船に接近している旨の連絡を受け、西北西方から接近す

るＢ船を認め、Ｂ船に対し、ＶＨＦ無線電話で呼び掛け、汽笛を吹鳴

して注意喚起を行い、航海士に錨鎖の伸出を指示したものの、錨鎖の

伸出中にＡ船の右舷船首部とＢ船の左舷船尾部とが衝突したのを認め

た。 

Ｂ船は、船長Ｂほか５人が乗り組み、空船で、Ａ船の西北西方約 

５００ｍのところに、右舷錨鎖４節を伸出して錨泊し、船長Ｂが１人



 

で守錨当直に当たった。 

船長Ｂは、船橋で守錨当直中、他の乗組員が行っていたカーゴタン

クの清掃作業に使用する蒸気ホースの追加を指示しようと船橋を離

れ、カーゴタンクに向かった。 

船長Ｂは、乗組員への指示を終えて船橋に戻る途中、錨泊中のＡ船

に接近しており、Ｂ船が走錨し東南東方に圧流されていることに気付

き、機関長に主機の始動を、航海士に揚錨をそれぞれ指示し、錨鎖を

巻き始めたものの、主機が始動する前に、Ｂ船とＡ船とが衝突したこ

とを知った。 

Ａ船及びＢ船の錨地は、水深が約８ｍ、底質が泥であった。 

分析 Ａ船は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、下水島西方

沖で錨泊中、走錨したＢ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、下水島西方

沖で錨泊中、守錨当直中の船長Ｂが船橋を離れ、Ｂ船が走錨している

ことに気付くのが遅れたことから、走錨を止めるための適切な措置を

講じることができず、西北西の風及び波によってＡ船に向けて圧流さ

れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、強風及び波浪注意報が発表されている状況下、下水島西

方沖において、Ａ船及びＢ船が共に錨泊中、守錨当直中の船長Ｂが、

船橋を離れ、Ｂ船が走錨していることに気付くのが遅れたため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・守錨当直者は、走錨のおそれがある場合、自船の位置及び付近船

舶、浅瀬等との相対距離の継続的な測定により、乗揚や衝突の危

険性を早期に察知する必要があることから、船橋をむやみに離れ

ないこと。 

・船長は、錨泊中、気象状況などによって走錨する危険がある場合、

主機を常に使用できるようにしておくこと。 


